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消えた（消された？）第一学生歌 

大阪府立大学創立期における 

学問の自由の気風についての仮説 

       大阪府立大学名誉教授 岡 勝仁 

１ プロローグ 

 「長い間、教師をしていて痛切に感じることは、人それぞれの個性

のぬきがたいこと、したがって教育には個性という大きな壁がある

ということである。だから型にはめた教育を一方的に無理じいして

はならないと思う。」これは、末川博の「彼の歩んだ道」(1)のなかに

ある文章です。子どもひとりひとりの個性の尊重という教育の原点

を見事に表現した名文だと思います。 

人それぞれに個性があるように、大学それぞれにも固有の学風があると考えられます。

とすれば、自分の関わっている大学がどんな学風があるのかは気になるところです。私

事で申し訳ありませんが、半世紀前、反戦自由の学風ということで京都大学に憧れ、運

よく入学が叶いました。先輩からの口伝で「樹々の緑を雲すぎて 時計の塔の紅き壁 色

褪せたれど 屈辱の怒りを込めて 闘いの長き歴史を刻みゆく 友よ冷たき牢に堪え 

鎖を引きて突き進む 白き面の美しく 光溢るを見よ」と事あるごとに歌った学生歌（京

大反戦自由の歌）「樹々の緑」が誇りの学生時代でした。 

府立大学との関わりは 1995年 4 月に始まります。府立大学に先端科学研究所が新設さ

れた時、開設に伴う新進気鋭(?)の外部採用教員 12名の内の 1 人としての採用です。新設

ということで自由な雰囲気に溢れていると期待し、またそうしようと着任した助教授仲

間で目指したのですが、付置組織の悲哀を痛感することになります。研究テーマについ

ては設置主旨の隠然たる縛り、教授だけの教授会、加えてその教授会にも研究所所長選

出権がない等、「学問の自由」には程遠い実態でした。既存学部組織も、それを容認擁

護し、自己組織の権益拡張に利用しようとする「古色蒼然たる学風」、それが府立大学

の印象となりました。 

 

２ 「仮説」のきっかけとなる資料との出会い 

その印象が大きく揺らぐ、嬉しい発見をする機会が偶然訪れます。 

2008年夏、研究室の大先輩にあたる H 氏から、「喜多源逸先生の伝記を作りたいと思

うので、府立大学に残されている先生関連の資料を探して欲しい。」とお話がありまし

た。「喜多源逸先生って、どういう方ですか？」と尋ねたくなるのを抑えて、受話器に

耳を傾けました。「櫻田一郎先生は喜多源逸先生の研究室のご出身で、」との説明に、
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自分が喜多源逸先生の曾孫弟子にあたると理解しました。「府立大学の前身である浪速

大学の初代学長をされたので、晩年のご活躍に関する資料が、そちらに残されているだ

ろうから。」との依頼でした。申し訳ないことに、伝記事業(2)に役立つ一次資料は探し出

せませんでした。 

しかし、探索過程のなかで、府立大学の学風に関わる、思いもかけない資料が収録さ

れている書物との出会いがあったのです。それは、大学図書館の地下 1 階の、書埃の香

りの漂う移動式書架の一隅にありました。「大阪府立大学十年史」(3)と題されたその書物

を開いた時、長年開かれることのなかったような頁音を感じました。巻末の付録資料と

して、大阪府立大学学生歌（その一）[資料 1：本稿では第一学生歌と記します]と大阪府

立大学学生歌（その二）[資料 2：本稿では第二学生歌と記します]が左右両開きで譜面と

歌詞が収録されていました。学歌ではなく学生歌が収録されているというのは意外でし

た。京都大学には京都大学学歌というのがありますが、入学式の時に無理やり歌わされ

た嫌な記憶残渣だけがこびり付く、歌詞内容も真理の探究とは縁もゆかりもない 1940年

制定の代物です。そういう存在の学歌に対置するのが学生歌で、公権力とは関わり無く

学生達が歌い継いでゆくものと思ってきたからです。学生歌とはいえ、大学発行の書物

に記載されているということは、学歌のようなものだろうと思いつつ、第一学生歌の歌

詞を見て、あっと驚きました。「学問の自由」「真理の探究」という大学の基本理念が

見事に具現されている素晴らしい内容です。作詞者である佐藤益弘さんの平和と学問へ

の熱い想いが伝わってくるようです。第二学生歌にも期待を抱いて見ましたが、当たり

障りのない歌詞にがっかりしました。作詞者の方には失礼ですが、苦評をさせていただ

きます。一番に「朝敦に光る海原の 風さわやかに吹きなびく」とありますが、この自

然描写は事実に反します。大学構内からは日の出時には朝陽を背にして大阪湾を望むこ

とになります。私の研究室は先端科学研究所本館の 8 階にありましたので、8 階の西ベ

ランダから見る夕陽に輝く大阪湾の美しさには感動しましたが、日の出時の大阪湾は朝

陽に光ることはありませんでした。（ちなみに、「朝敦」とありますが、「あさひ」は

「朝敦」ではなく「朝暾」です。誤植でしょうか。）また二番に「真昼の陵の常盤木に 

百舌鳥たからかに鳴き渡る 古き歴史の跡にして」とありますが、「歴史的伝統」を言

うならば、「陵」という

古代の権力者の権力誇

示の「墓場の跡」を自

慢するよりも、「中世

の歴史に輝く自由都市

堺」の伝統を歌い上げ

る方が、「学問の自由」

という大学の基本的理

念に合い通じるという

意味でいいのでは思っ

てしまいます。さらに

三番の「夕陽に映える

葛城の」です。8 階の教

Ɫ 1 ∫ ᶘᶘ ᴰˢζχԁˣ[ ԁᶘ ᴰ] 
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授室からの「夕陽に映える葛城」は絶景です。しかし、その絶景は見る見るうちに色褪

せて漆黒の闇のなかに沈んでしまいます。「希望が消え去ってしまう」が如くです。「希

望は遠く大いなる」に相応しいのは、「葛城山から昇る朝陽とその上に無限に広がる真

っ青な大空」です。一番で「朝」二番で「昼」三番で「夕」として、四番で「星霜移り変

われども」の構成意図はわかりますが、「永遠に変わらぬ探究の 真理にひとみかがや

かす」は最後ではなく、詞全体の基調にされなかったのは残念です。だから「第二」と

なったのだろうと思いました。 

ところが、府立大

学学生歌として学

内行事で使われ、大

学ホームページで

公式に紹介されて

いるのは、この第二

学生歌なのです。不

思議なことに、第一

学生歌は公式には

紹介されていませ

ん。講義で受講生達

に聞いてみました

が、第一学生歌の存

在を知っている学

生は一人もいませ

んでした(4)。工学部

船舶工学科出身の奥野武敏学長(第十四代)ならご存知なのではと思い、お会いした折に、

「大阪府立大学十年史」には、現在の学生歌と異なる歌が、学生歌（その一）として記

載されているのですが、ご存知ですか、とお聞きしたのですが、「えっ、そんな学生歌

があったの？」という驚いた様子でした。「どうして、そうなったのかな？」と学生歌

の掲載ページのコピーをご希望されたので、学内便でお送りしました。経緯等について

の情報提供を期待したのですが、感想を含めてお返事はありませんでした(5)。 

 

３ 第一学生歌が作られ、消えた（消された？）経緯について 

 学報に記載されている事実関係を辿ってみます。 

「浪速大学學報第十九号(1953年 1 月 16日発行：[学報 19]と略記、以下同様)」に、学

生課による「浪速大学学生歌募集」の記事[資料 3]（次頁掲載）がありました。翌号[学報

20]に学生課による「応募学生歌の当選歌詞について」の記事[資料 4]（次頁）が続きます。

記事には、入選作として「工学部金属工学科一回生 佐藤益弘作詞」の歌詞が記載され

ています。入選作の歌詞は、資料 1 の第一学生歌の「府立大学」の部分が「浪速大学」

になっています。これは、1955年 10月 1 日に「浪速大学」を「大阪府立大学」と改める

Ɫ 2 ∫ ᶘᶘ ᴰˢζχ ˣ[ ᶘ ᴰ] 
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「規則」が公布、9 月１日

に遡って適用となり [学

報 43]、学名変更により、

歌詞の大学名称部分が変

更されることになったの

ではと推察されます。佳

作となった「事務局会計

課 田部勝昌作詞」の歌

詞は資料 5 に示します。

「入選作」と「佳作」とい

う言葉から生じる先入観

がそうさせるのでしょう

か、崇高な大学の理念を

謳い上げるという点にお

いて、「入選作」と「佳作」

の違いは明確なようです。 

ところが、3 年後、学報

46に、資料 6 の「新しい

学生歌決まる」の記事が

載り、「事務局会計課田

部昌一郎作詞」として資

料 2 の第二学生歌の歌詞

が記載されています。前

述した歌詞一番の「朝敦」

の部分については、この

学報の記事でも資料 2 と同様に「朝敦」

となっています。「大阪府立大学十年

史」の編纂過程で生じた「誤植」では

なく、学報作成段階での「誤植」とい

えます。勿論、「朝暾」を「朝敦」と

した作詞段階での「誤字」の可能性も

ありますが、この場合は、審査会議の

委員が気づいて訂正しているでしょ

う。ところで、資料 6 には「懸賞募集

中であったが」とありますが、これ以

前の学報には「新しい学生歌募集」に

関する記事は記載されていません。募

集記事が学報で公開されないというのも不可解ですし、資料 4 の記事が詳細に記されて

いるのに比べて、資料 6 の記事は簡略です。詳細に記述できない何かの「事情」があっ

たのではと思ってしまいます。この「事情」に関しては後述します。資料 7 は、現在、

Ɫ 5 ᶘᶘ ᴰ ᴤ⌠ᴰ♫[ᶘ 20] 

Ɫ 3 ᶘᶘ ᴰ [ᶘ 19] 

ˢᶘ ᴿˣ 

₈ᵕ₮Ṝ ομϢτ ᶘχᶘ ᴰχᴰ♫Ϭ βϥάρτσμθ  ̒

ԁ  ϥ Ộ꜠τ► βϥάρϬ ρΰ ζ̋χ ῲΨ ᶘᶘ

χ῝♆χᵓ ˢθρΠωϼжІᵓʺЀрОʺ  ♯›ʺ ᶘ↕ʺṜ

↕ˣσςχ∑τᴰΞθϛπʺ μο ᶘᴰρΜΞϢΞτὸΨ―Πσ

ΜϜχ 

 Ἱ꜠ ꜛ  

╣ ᴂ ᶘᶘ יּ ẉό Ԍ 

◌ ₰Ԍ ӗ ˢῖ־ ˣ 

  ֽԁễ ʺ Ἴ ễ ʺ ễ ʺỲ◓ Ⱶ ễ

ʺᶞ ԁ „◖ʺӻ ᶘ  

ᶘ  ◌  ᶆᶘ ϢϤԁ Κο δϣϦθּי 

᾿  ᶘ ϢϤ 

 Ỳ ᾿ ԁ ד  ⅜ χ  ⅜ ᴰ♫χ ⌠ᾂψ ᶘτṑ

βϥ 

   Ỳ ד ԁ  ᴤ⌠ 

  Ὦ ᾿  ᶆᶘ ᶘ ᴿϒ χάρ 

fi ⌠Ớ ᴪτӦ βϥ 

Ɫ 4 ᴂ ᶘ ᴰχ ᴰ♫τνΜο[ᶘ 20] 

ˢᶘ ᴿˣ 

 Τφο χ ᶘᶘ ᴰψʺ Ὦ ᾿ τ ζ̋χ Ϭ ϛ
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ΰζχ ᶘ Ԍχᴂ ψ πΚμθʻ 

 Ὦ τ ₰ԌτϢϤʺ ₰ᵓΥᵫΤϦθΥʺζχὫᴮ ʺ

ᴤ⌠ψζϦηϦ₮χρΣϤὨ ΰθʻ 
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府立大学の公式ホームページで「学生歌」として掲載されている記事です。浪速大学学

生歌で佳作となった田部勝昌さんが、「昌一郎」名でリベンジ応募されたということが

わかります。どうして本名で応募せず、別名を使ったのか不可解さが残ります。尚、こ

のホームページの歌詞では、「朝敦」は「朝暾」と訂正されています。 

 学報の記載事項だけをまとめると、「学内公募により、1953年 2 月、工学部金属工学

科一回生佐藤益弘さん作詞の学生歌が、浪速大学学生歌となった。1955年 9 月の学名変

更に伴い、再度学内公募が行われ、事務局会計課田部昌一郎さん作詞のものが、1956年

2 月に新しい学生歌と決定された。」という風な経緯になります。しかしながら、1961年

3 月刊行の「大阪府立大学十年史」の記述を含めると、「浪速大学学生歌は歌詞の『浪速』

を『府立』に改めて第一学生歌となり、新しい学生歌と決定されたものは第二学生歌と

なった。」を加えなくてはなりま

せん。そして、「その後、如何な

る経緯でそうなったかについて

の明確な記載は学報にはないが、

現在、公式ホームページでは、第

二学生歌のみが、学内公募で決定

された大阪府立大学学生歌とさ

れている。」とすべきところです。捏造・改竄・隠蔽は安倍政権の常套手段ですが、府

立大学公式ホームページ記事も同類の汚濁に染まっているのでしょうか。 

本節の結論です。「学問の自由」「真理の探究」という大学の基本理念が見事に具現

されている第一学生歌は消された。消えたのではなく、何らかの意図の基に、消された。 

 

４ 第一学生歌が消された背景についての考察 

（1）新しい教育理念に基づく大学の誕生 

 日本国憲法と教育基本法が施行され、その崇高な教育理念が大学教育の礎となった時

Ɫ 6 ΰΜᶘ ᴰὨϘϥ[ᶘ 46] 

 

 ᶘ  τ Μʺ ΰΜᶘ ᴰϬὼ πΚμθ

Υʺᴂ ⌠ fi χ Τϣʺ ₰ᵓṳχὫᴮʺ₮χԁ

Υ ΰθʻ 

Ɫ 7 ∫ ᶘ῝꜠Ш˔ЭЧ˔Ѕχˮᶘ ᴰ˯τḩβϥṜ∏Ⱨ 

2005 ʺ ∫ ᶘρ ∫ ◓ ᶘʺ ∫ Ḙῐ ᶘχ 3 ᶘΥ ›ΰʺ ᶘˮ ∫

ᶘ˯Υ ΰϘΰθʻ ∫ ᶘᶘ ᴰΥʺᾝ∕χᶘ ᴰρΰοᴰΜὋΥϦοΜϘβʻ 

˻[ᶚ ]ρ[ᴰ♫]ψШ˔ЭЧ˔ЅπψṜ∏ήϦοΜϘβΥʺ Ɫ πψ ΰοΜϘβ˼ 

⌠♫  ԁ ˢθσϓ ΰϡΞΜκϧΞˣˢ   ˣˢ1915˙1987ˣ 

1950 ᶘⱧ ộᵓὓᴿỠ ᵓⱧỘזּ∫ 1966  ṍ ᶘⱧ ộᵓὓᴿ  

⌠Ớ Ṥӻ ˢΤϛΜ θΜϣˣˢ1933˙ˣ 

   1953 ᶘῬᶘ Ỳ Ῥᶘᴬ ᶘ 1957 ∫ ᶘῬᶘ Ỳ Ῥᶘᴬ Ộ 

∫ ᶘᶘ ᴰψʺ1956 ˢ 31 ˣʺᶘ ῝ τϢϤὨ ήϦϘΰθʻ 
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代に、新制大学は設立されています。しかしながら、教育する側の教授等の教員は、日

本国憲法で排除された「教育勅語」や「帝国大学令」(第一条「帝国大学は国家の須要に

応する学術技芸を教授し及其蘊奥を攷究するを以って目的とす。」)のもとで教育され教

育研究に従事してきた人たちです。新しい教育理念を感激の思いで迎えた人もおれば、

忸怩たる思いで従わざるをえなかった人もいたでしょう。その当時の大学の雰囲気はど

ういうものであったかについて「学報」に記載されている資料から考えてみたいと思い

ます。 

資料 8 に、1951年 5 月 11 日の第 3 回入學宣誓式總長訓示[学報 4]を示します。創立 3

年目を迎えた新大学への喜多源逸学長の熱い想いが溢れている訓示です。「相手の能力

を認識尊敬して初めて眞の協力の実を挙げることが出来ます。」のように、新しい教育

理念に基づく訓示部分もあれば、「人材を養成し」や「卒業後直ぐ役には立たないが」

の部分には、廃棄されたはずの古い考えに繋がる文脈が見られます。訓示末尾に「最後

に私は時局について一言申添えたいと思います。」で始まる部分があります。このこと

から、米国の思惑に沿った単独講和ではなく全ての関係国との全面講和を求める国民運

動に連携した動きが、学長として無視できない程、学内にも広がっていたことがわかり

Ɫ 8 ḿ ᾛԄ χ ꜠ Ἡꜘ[ᶘ 4] 

₈ άχΞϣˍΤσ τ ṓ׀χ χ ἧϬὝΠο ꜠Ϭ“ώάρψ ᶘχḿόρβϥρ

άϧπΚϤϘβʻ♆ψάχṐᵓτ ᶘχ► ẉόᶘ ᶘχ τ Μο ᵝχԁ ϬΣ ΰ

ΫθΜρ◘ϋϘβʻ 

ᶘψΜΞϘπϜσΨễӾρᾆẕχ ϬⱱμοΜϘβʻ ΰάϦψ τḩ ΰοϪϘβʻ

ᾆẕּיρΰο ϛοᾆẕ Κϥ ∙Ϭ ΰ ϥΤϣπΚϤϘβʻễӾχ τνΜοψ ᶘρΰ

οψ Ộῇ Ω τψ θσΜΥ χΚϥ Ϭ βϓΦιρ◘ΜϘβʻ( ) ᶘχṁ

ψ τṆ Ϭⱱκᾌ χ πᶘⱧτ βϥάρπΚϤϘβʻễΠϣϦθⱧ Ϭθι

τ ᵔβϥιΪπσΨ τꜛ χϜχτΰσΪϦωσϤϘδυʻ( )ᴬᶘ ᶘּיψθΠγ Ϭ

βϥ ΥΚϤϘβʻᴬᶘχ ψ γṮώάρπΚϤϘβʻθˎ ᵔẉόṜᴓτ♁ϘϣγθΠ

γ―╔βϥ ḈϬ ώϓΦπΚϤϘβʻ 

ἧʺ ἧψ χ ọτψṪ χ Υ ᴡτ πΚϥΤϬꜛᶐΰ Ϭӟο ᶘήϦϥά

ρϬ ϙϘβʻ Μ ᶘϬ⌠ϥάρψὺ Ϟ Ϭḁ τβϥᵰτễ Ϭ ₢βϥάρΥם

πΚϤϘβΥễӾṐḩρΰοχ ᶘπψᶘ χ Ϝ σ ὯρσϤϘβʻ ἧψ ᶘχᶘ π

ΚϥάρχФжϱЖϬⱱκ ϥϢΞτ ᶘτ δϣϦϥάρϬṆ ΰϘβʻᾥΨΤϣԁὛτ γ

ϥϜχψꜛϣζχ Υ ϥρ֪ψϦοΜϘβʻ ἧψ₩⇔σᶘ τװΜοϜζχ ᶝΪϬӟο

ϘϦϥάρϬṖϤϘβʻθρϒ ΥΚμοϜ ỉσṪ ρσμοψσϤϘδυʻ₈יּ ψᶘ

τΣΜοϜԁṢ χⱲ πψΚϤϘδυʻ χẸ Υ πΚϤϘβʻ ᶘּיρΰοϜּזᵓ ρ

ΰοϜᾌầσ Υ πΚϤϘβʻ ΰ ἔԛᾑπΚμοψσϤϘδυꜛ Ϭⱱμο Ⱳτ

︣χ Ϭ ꜡ ὁΰο ϛο χẸ χםϬấΫϥάρΥ Ϙβʻ 

Ωῇτ♆ψⱲộτνΜοԁᾠ ΠθΜρ◘ΜϘβʻ₈ ᵈψ„ τḩ ΰο σⱲṐ

τ ΰοΣϤϘβʻ♆ψ ἧΥ πᵰ χ τ εϣϦγ σ πΚϥάρϬ ϙϘ

βʻḴ χⱧ τ ήϦγֶΜ ◊ σḴϬӟοᾆẕ ΰσΪϦωσϤϘδυʻ ᶘψ

ẕχ πΚμοᶘהϬԁ ⱵӪ Ϭӟοβϥ Ⱶ χ τ βϥΥ Φψ Ặτᾗτᵞ

ϛσΪϦωσϤϘδυʻ 

Ψבֿ⅞ σσϤχԁνχἷτψϘϤԁνχ︠Ṱ︠Ḣτộ βϥάρψ ḧρΰο Ϭṍβϥ

ӟπψΚϤϘδυʻ₈ χ ᶘψ χḁ Ϭ ρΰοϪϘβʻ 
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ます。実はこの学長発言は、教育基本法第八条に抵触する問題発言です。「学園を一部

政治意図を以てする政治闘争の目的に利用するが如きは相共に厳に戒めなければなりま

せぬ。」は、「一部政治意図を以てする政治闘争」に「反対」する「政治的活動」に該当

します。法の理念に照らすならば、「今日我国は講和問題に関連して重大な時機に直面

しております。私は諸君が、主権者の一人として、正当な判断を下すために、良識ある

公民たるに必要な政治的教養を高める努力をされることを望みます。時の政治権力側か

らの一方的情報のみではなく、諸党諸派の意見にも広く耳を傾け、明証な情報を基に分

析・総合・枚挙の過程を踏まえ、科学的に判断することは、大学で学ぶ諸君に課せられ

た責務であります。」と訓示すべきところです。基礎研究も重視し、多くの研究者を育

てた喜多源逸ではありますが、帝国大学教授としては時の権力に従ったという面(2)がこう

いう処に出ているのは残念です。 

喜多学長は創立時の諸問題に係る激務に体調を崩し、翌年 5 月 21日に逝去されます。

その 6 日前の第 4 回入学宣誓式での学長告辞が学報 14に掲載されています。おそらく代

読されたと思われますが、喜多学長の最期の辞を、入学生の一人として聞いていたのが、

第一学生歌作詞者の佐藤益弘さんです。「諸君は大学生活の門出に当って只今宣誓せら

れたのであります。この宣誓は神明に誓うのではなく諸君自らの良心に誓うのであり誓

を破ることは自分を軽蔑することであり自分の名誉を毀損することなのであります。こ

のことは今日の民主主義の時代に於ては、より適切であります。各人が責任と自尊心と

を持ち隣人の自由と権利とを尊重することが肝要であり、」という学長の熱い言葉は、

若き学徒の心に響いたのではないでしょうか。「永久に輝く 世紀の光栄 固き礎 吾

等の上に」という歌詞に繋がるものが、この時、青年の胸奥に生じたのかもしれません。 

喜多学長の逝去により、斉藤省三工学部長が学長心得に就任。翌 6 月、教養部と教育

学部が合併して教育学部となり、工・農・教育の三学部体制が発足。7 月破壊活動防止法

強行、10 月保安隊発足という状況の元で、9 月には公職追放されていた赤崎繁元海軍大

佐を工学部教授として採用しています。 

学部体制変更によるものだと思われますが、9 月に学則改定がなされています[学報 16]。

（改定前の学則は以前の学報に記載されていませんので、改訂部分の詳細は不明です。）

第一条(目的)に「本学は、産業に関する学術の中心として、廣く知識を授けると共に、深

く専門の学芸を教授研究し、個性豊かに教養高き人格を備え知的及び応用的能力と実践

性に富む有為なる人材を養成し、以て文化の向上と産業の発展に寄与することを目的と

する。」とあります。この第一条は、「帝国大学令第一条」と基を一にするものです。す

なわち、「帝国大学令」の「国家」が「産業」に置き換えられ、「産業に関する学術の中

心として」や「産業の発展に寄与する」との規定により、「産業のために」という「縛

り」が導入されています。教育基本法第一条(目的)「教育は、人格の完成をめざし、平和

的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と

責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなけれ

ばならない。」の何処にも、このような「縛り」の入る余地はありません。学則第一条

のこの部分は、創立期の大阪府とその背後にある産業界の強い関与を物語っています。

「人格を備え」の部分は教育基本法の「人格の完成をめざし」に由来していますが、並
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河功第三代学長のもとでの 1960年学則全面改定で第一条は「人格を備え」の部分だけが

なぜか削除されてしまいます。 

（２）第一学生歌の誕生 

 11月に堀場信吉京都大学名誉教授が第二代学長に就任します。「就任の言葉」[学報 18]

を資料 9 に示します。よく練られた深慮の文章だと思います。 

第二段落では「旧大学は範を欧州にとり」や「新制大学は米国式に構成」のように一

般的事実から始め、「旧大学は民主的な大学の自治、学問研究の自由を主張」や「新制

大学はむしろ一般教養に重点をおく」と各々の特色で結んでいます。これは誰も否定で

きません。「わが浪速大学は公立大学として日本における最大なるものであり、今後わ

が国第一流の大学として発展すべき運命を約束せられている」と聞くと、当然だ、よく

言ってくれたとなります。そこで、「上記の両特色を共に具備する新しき日本の完備せ

る大学として」「早く完成せねばなりません」とさりげなく両特色を大学の基本理念と

して確定させた上で、設置者である大阪府に「わが国第一流の大学として完成させねば

ならないのだから、そのための十分な予算措置をとりなさい」と迫っていると読めます。

この文脈では大阪府は、「それは、おかしい。産業界に貢献するために創った大学だ」

となりますから、そう気づかせないように「又一方大阪府が設けたる意味において特に

産業日本に寄与する大学」を挿入しています。大阪府は「よしよし」となるでしょう。

ところが、国語的には、「又一方」ですから、「以下に述べるような、付加的な意味もあ

ることはある」となります。その「付加的な意味」とは「大阪府が設けたる意味におい

Ɫ 9 ṷ ᶘ χˮ χᾠ ˯[ᶘ 18] 

άχθό♆ΥὓϣγϜ ᶘᶘ τ βϥάρτσϤϘΰθʻ σΥϣ ᶘχ ʺם

τ βϥ―ΠπΚϤϘβʻ 

 ϩΥ χ ᶘψ Ϭᴆ τρϤʺ Ⱶʺ ʺ ρϩΥ ꜛχ Ϭ ΫθϜχπΚϤ

ῇτᵠ ήϦθ ᶘψΜΞϘπϜσΨ ꜠τ  ήϦθϜχπΚϤϘβʻάχẛ ᶘ ότ

ᶘψẶτᴡϦϜζχ ϬⱱμοạϤʺβσϩκẛ ᶘψ ︠ σ ᶘχꜛⱵʺᶘ ᾆẕχ

ꜛ Ϭ︠ ΰʺԁ ᶘτΣΜοψϚΰϧԁ ễ τ ϬΣΨρΜώ τΣΜοᶆˑ Υ

Κϥρ◘ΜϘβʻϩΥ ᶘψ῝ ᶘρΰο τΣΪϥΩ σϥϜχπΚϤʺ₈ῇϩΥ

ԁ χ ᶘρΰο βϓΦ֫ Ϭ δϣϦοΜϥϜχπΚϤϘβΤϣʺ Ṝχ ϬẶτἇ

βϥ ΰΦ χḁ δϥ ᶘρΰοʺ ԁ ∫ Υ ΪθϥӪ τΣΜο τ▀Ộ τṄ

βϥ ᶘρΰο Ψḁ δφωσϤϘδϭʻ 

 ᶘχꜛⱵʺᶘ ᾆẕχꜛ ρΜΞϜϋμΦϡΞ ᶘχ βσϩκễ χ ʺᶘ χ Υל

σϥⱲτΣΜοχϙ“ϩϦϥϓΦπΚϤʺ ṳχ πσΨʺם∑χ ᴡχ πΚϤϘ

βʻễ τḩΰοψʺΤνοᾮ Υ ΤϦθ τễӾψ ʺ ʺ χ ẕπΚϥʺΰΤ

ΰζχ ῇτ σϥϜχΥσΨοψσϣσΜρΚϤϘΰθʻ χᵈΥχễӾψ  ψᴪ

Υζχ σϥϜχρΰο ὉΥπΦοΜϘΰθΥʺ ῇζχ σϥϜχχ ΥﬞϩϦοΰϘ

ΜϘΰθʻ μοễӾχϢϤςάϧΥ ΨσμθχπΚϤϘβΥʺάχ∑ῄ ψ₈ϘπϢϤϢϤ

σϥ σϥϜχϬζάτᾋ ήσΪϦωσϤϘδϭʻ♆ψʺάϦψ ḧχ ᾗ χ™ ꜡τΚ

Ϥʺ ḧχ ‰σϥ► χꜛᶐτΚϥρ◘ΜϘβʻῄ χễ ψςΞΰοϜʺ ḧχ ễ σ ᵦ

σ► χꜛᶐτṁ ϬΣΤσΪϦωσϣσΜρ◘ΜϘβʻ 

 ᴪ™ὺχ σϥⱲṍτΚθϤʺ τ ᵦ ◘ χ₤ χḾṐτ∑ΰοʺ ᶘễӾχ Ϭ

Ξῄ ψʺԁ χ ӗϜϠϥήϦϘδϭʻ ᶘԁ Ẹ ΰοʺζχ► χθϛ ΰσΪϦω

σϣυρ◘ΜϘβʻ 
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て特に」です。「大阪府が設けたる大学という意味において特に」ではありません。「大

学」を文章から抜いています。こうすると「大阪府が設けたる」は「大学」に係るので

はなく、「意味」に係ることになりますから、「大阪府が（勝手に）設けた（特殊な）意

味において、産業日本に寄与する大学という側面もある」という意味になります。 

第二段落の文章について、この様な説明をすると、それは「読み過ぎ」ではないかと

思われるかもしれません。「大阪府立大学十年史」に堀場学長の「大阪府大の思い出」

と題する寄稿が掲載されています。次のような文章で始まります。「一般に大学という

ものは、どうしても総合大学でなければならないというのが以前からの私の持論であり

ます。それは学生の教養という問題もありますが、それよりも大切なことは大学におけ

る若い先生方、研究員、助手、講師等が総合大学の中で成長して立派な人格をそなえ、

将来大学を担って立つ、または日本の学界をリードするようになるということがもっと

も重要なことであるからであります。大阪府立大学のごとき将来性のある大学は、その

希望のもと改革にあたらねばならぬというのが、私の就任したときからの考えでありま

した。」このようなお考えの堀場学長が、「産業に関する学術の中心として」や「産業

の発展に寄与する」の縛りの入っている「学則第一条(目的)」を目にされたとすれば、ど

ういう「就任の言葉」になるかを考えると、上述の推論も頷いていただけるのではない

でしょうか。 

第三段落でも同様の趣旨の読み方の可能な文が続きます。まず「大学の自治、学問研

究の自由というもひっきょう大学の内容すなわち教授の陣容、学生の素質が十分なる時

においてのみ行われるべきであり、論議の問題でなく、実際の内容如何の問題でありま

す。」の部分です。前述の「大阪府大の思い出」の趣旨も含めると、「大学の自治、学問

研究の自由ということが議論できる立派な総合大学にするために、大阪府は十分な予算

措置をとりなさい」と言っているようにもとれます。また「戦前の我が国の教育は天皇

又は国家がその神聖なるものとして体系ができていましたが、戦後その神聖なるものの

信念が失われてしまいました。従って教育のよりどころが無くなったのでありますが」

で「教育勅語」による教育を否定し、「この際吾人は今までよりより大なる神聖なるも

のをそこに見出さなければなりません。私は、これは人間の尊厳性の再認識にあり、人

間の崇高なる使命の自覚にあると思います。」と教育基本法に基づく教育の重要性に言

及しています。「今までのより大なる」ですでに比較表現になっているのですが、「今

までのよりより大なる」として「より」を挿入してさらに強調し、「今までのものとは

比べ物にならない程神聖なもの」とする念の入れようです。尚、この段落に「教養」に

ついて述べている文が二つありますが、「教養」では文脈が繋がり難いので、「教育」

の誤植だと思われます。ただ、この二文の主旨は、小西重直（滝川事件時の京都大学総

長）の教育学者としての評価(6)によって意味が大きく変わりますので、本文の文脈として

は触れないことにします。 

「大学は総合大学でなければならない」を持論とし、教育学部を改組して文学部と理

学部を新設しようとする学長の就任を、工・農内の「産業の発展に寄与する大学」派は

どう思ったかは想像に難くはありません。第四段落の「大学教育の重責を担う吾人は、

一日の偸安もゆるされません。全学一致協力して、その使命達成のため努力しなければ
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ならぬと思います。」という結びは、そういう妨害派への牽制でもあり、そして、教育

基本法に基づいた大学として発展させようと願う大学人への励ましの呼びかけでもあっ

たのではないでしょうか。 

この大学には「大学歌」がない。大学のすべての構成員の統合の象徴としての「大学

歌」が必要だ。ただし、京都帝国大学のように「教育勅語・帝国大学令」下での官製の

「大学歌」であってはならない。旧弊を引きずる旧大学とは異なり、教育基本法に基づ

いて創設された新制大学では、広く全学学生の公私の会同で歌う「学生歌」が「大学歌」

なのだ。という考えで、専門の作詞家に依頼するのではなく、資料 3 のような「学生歌」

の学内公募となったのではないでしょうか。審査員は教授だけではなく、助教授、講師

からも出ており、学生代表も選ばれています。交渉中とはなっていますが、一行詩「春」

「てふてふが一匹韃靼海峡を渡つていつた」で知られる詩人安西冬衛も加わっています。

なぜ安西冬衛なのかとなりますが、これは安西冬衛が堺中学校(大阪府立三国丘高校の前

身)の出身で、当時も教員・学生に堺中学校関係者が多かったからではないでしょうか。

私事で申し訳ありませんが、安西冬衛は(高校の)先輩にあたり、また出身中学校の校歌(山

大いなり わが石尾 希望の高嶺 おおらかに 仰ぐ叡智の 広し門 集え若人 眉若

く 青雲高き 志 明日あり 石尾中学校)の作詞者でもあります。この公募記事を見た

時、不思議なつながりを感じました。賞金が五千円です。当時の事務職三級一号俸は月

額 5000円、大学授業料が年額 6000円ですから、堀場学長の思い入れがかなりのものだ

ったことが推察されます。作曲は「専門家に委嘱する」となっています。資料 1 では「京

都市立音楽短期大学 作曲」とあります。堀場学長はこの年 6 月に京都市立音楽短期大

学の学長に就任されていますから、その人脈でしょうか。資料 4 に「試験中にもかかわ

らず、応募作品は、二十四篇の多きに達しその内本学職員の応募は八篇であった。」と

あります。この表現から、当時の学生たちが学生歌公募に積極的に応えて 16篇もの応募

があったことが分かります。佳作となった田部勝昌さんは公募の前月に事務局主事補か

ら主事に昇任辞令を受けています。昇任に応えるという気分高揚があったのでしょうか。

迎える 3 月は浪速大学としては最初の卒業式です。第 1 期卒業生と彼らを送る教職員・

在校生の歌声は式場に晴れやかに響き渡ったことでしょう。 

 翌 1953年には、亀井平(第二学生歌作曲者)さんが工学部金属工学科に入学、佐藤益弘

さんの 1 年後輩となります。7 月朝鮮戦争休戦協定、翌年 7 月自衛隊発足と動きます。そ

の年 2 月に京都大学農学部教授を辞職した並河功が 6 月に農学部教授として着任。すぐ

10月の学部長・評議員改選で農学部長・評議員(農学部)に選出されていますから、「大物

教授」としての着任と推察されます。5 月に経済学部が設置され、工・農・教育・経済の

4 学部体制となり、1955年 9 月「浪速大学」を「大阪府立大学」と改称。10月に赤崎繁

が評議員(工学部)に就任。12月には原子力基本法が制定されています。前年度には中曽根

康弘が絡む、かの有名な原子力研究開発予算 2 億 35 百万円(この数字の並び 235は 235U

に由来することはご存知のとおりです)が出ており、原子力の平和利用と称して原発事業

に邁進することになります。後述しますが、赤崎繁は学内での原子力研究推進に深く関

わることになります。 

学名改称により学生歌はどうするか学内で議論になったでしょう。佐藤益弘さんは四
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年目になっています。学生たちの間では自然と浪速大学を府立大学に変えて歌いはじめ

ていたのではないでしょうか。もし、新しい学生歌を作ろうという声が多数であったな

ら、新しい学生歌募集は前回と同様の手続きで学報にも記載されていたはずです。とこ

ろが募集の記載はなく、翌 1956年 2 月、突然の「新しい学生歌決まる」の記事記載(資料

6)となったことは前述しました。応募総数は 17編と大幅に減少しています。どれだけの

学生応募件数があったのかも明らかにされていません。堀場学長専断での強行とは考え

にくいので、重要案件として評議会決定となります。前回募集時とは異なり、評議会メ

ンバーには並河功と赤崎繁が評議員に加わっています。理学部・文学部を創設し総合大

学化を目指す堀場学長と工・農内の「産業大学派との不協和音、廃止対象となっている

教育学部が内包していた諸問題も含めると、任期最終年に入った学長への風はどのよう

なものであったかは想像に難くはありません。堀場学長は「大阪府立大学十年史」に寄

稿された「大阪府大の思い出」の最後を、「学部の少ない大学の評議会の組織は、かか

る点を大いに考えなければならぬ問題と思います。」で結ばれています。在任中の評議

会運営がどのようなものであったが推察される婉曲な表現の一文です。ところで、入選

した田部「昌一郎」さんの作品よりも、前回佳作となった田部勝昌さんの作品の方が優

れているように思えてしまうのは、なんと皮肉なことでしょうか。 

（３）反動化への動きのなかで 

 1956年 11月並河功学長(第三代)が就任します。「就任のことば」[学報 54]を資料 10に

示します(次頁)。「就任のことば」とありますが、就任にあたって学長としてどういう大

学を目指して行くのかという前向きの所信表明のようなものは何処にもありません。管

理者目線からの教職員・学生への指示と自論の押し付けがあるだけです。資料 9 の堀場

学長のとは大違いです。 

 第二、第四段落で「大学の自治・研究の自由」に言及しています。しかし、ここで述

べているのは、日本国憲法と教育基本法に基づく「大学の自治・学問の自由」の理念と

は大きく乖離した特異な自論です。しかも、「学問の自由ですから、何を研究されても

結構であります。しかし、研究結果を公表する、あるいは教授するとなると話は別であ

ります。国体を損なう恐れのあることについては、公表も教授もできないのは当然のこ

とであります。」という戦前の滝川事件で当時の政府・文部省が用いた「論法」そのも

のです。これを読んだ、良識ある教職員は、これが学問の自由の伝統を誇る京都大学か

ら来た教授の考えかと驚き呆れたことでしょう。研究結果は隠匿するのではなく、広く

公表して全ての研究者の研究に役立てる、及び、空論ではなく研究結果に基づく論考を

教授するのは学問の基本原則です。このことを理解せずに言っているのなら、大学教員

としての資質が疑われますし、判って言っているのなら犯罪的です。「各種研究会の結

成とか、会合の場所などについては、職員、学生を問わず部局管理者の諒解をもとめる

のが常識です。」との発想は、学問研究の内容に干渉しようとする権力者の発想です。

「どこでなにが行われているかわからないのでは管理者の職責がつくせないからです」

ではなく、学問研究ができるように十分な条件整備に努めるのが、管理者の職責をつく

すことではないでしょうか。学長としての「良識」でもってすれば、学長「自らなして

いいことの限界は認められるはず」となるはずです。 
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 最終段落で「徳性」に言及しています。教育基本法の理念では「徳性」という教育概

念はありません。まさか「教育勅語」の「徳器ヲ成就シ」を念頭において、「低下した徳

性の水準のなかなか回復しないことが社会のなやみです」と述べているのではないと思

いたいのですが、続く文で「わが国では教育勅語がたな上げになって教育家は徳育の拠

点を失ったといい」と他人の言葉を装いながら、「教育勅語」に言及しています。おそ

らくこれがうっかり漏らした本音でしょう。「たな上げになって」という表現は、「教

育勅語」の「温存」を謀るための巧妙な「言い回し」です。「教育勅語」は「たな上げに

なった」のではなく、日本国憲法前文の「この憲法はかかる原理に基くものである。わ

れらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」や「教育勅語等排除に関

する決議」・「教育勅語等の失効確認に関する決議」の国会議決で、明確に破棄された

のです。破棄された「教育勅語」に関わる「概念」を持ち出すことは教育者として許さ

れることではありません。その長たる学長ならなおさらのことです。米国の教育界のこ

とを引用していますが、これも誤引用も甚だしい記述です。勿論、「途方にくれている

 

Ɫ 10 ᴱ῞ ╣ ᶘ χˮ χάρω˯[ᶘ 54] 

 άχθό♆Υᶘ ấτ ΰοʺᶘ τ ΰϘΰθάρψʺ♆χ ϭπΜθάρπϜσΨʺ

Ϙθ♆Υζχ ∙πΚϥΤςΞΤϜ ϤϘδϭΥʺ ᶘτ Ϭ αοΜϥϜχρΰοʺ ᶘχꜛⱵ

Ϭ βϥ ΤϣʺάϦψꜝ βϓΦπσΜρ―ΠοΣ ΪΰθχπΚϤϘβʻθι╣ τσ

μοỚΥϤσϤτϜᶘ Τϣᶘ ΥπθρΜΞάρψ Μ τσϥρ◘ΜϘβʻ ψ Ộ π

Κϥ Ԍχ Τϣᶘ χ ωϦϥⱲϜ ϥπΰϡΞΥʺζϦψ χάρτσϤϘβʻ 

ᶘ χ ρᶘ χễӾχθϛτ ᶘχꜛⱵρᾆẕχꜛ ΥΜΤτ πΚϥΤρΜΞάρψʺ

βπτ ανΨήϦθάρπʺ₈ πψ ρσμοΜϘβʻάάπꜛⱵʾꜛ ρΜΞχψʺᶘ

χ ⱧὨ χꜛ︠ ρʺ„℅ΚϥΜψễעχᾆẕχꜛ Ϭ◙βχπʺζϦτψ ᴂΰθ Υ μ

οΜϘβʻ ᶘ ψ ︣τστϬΰοϜϢϧΰΜρΜΞάρπϜσΨʺ ᶘτψⱵᵰ ᾂΥΚϥϩ

ΪπϜΚϤϘδϭʻ Ԍψβϓοʺ χיּ ӪϬ αοẚ Ϭ Ϊʺ ṛτ μοᶨ βϥ

Ϭ ϩήϦοΜϘβʻ ᶘχְ֫ψ ṛχ ϛϥϩΨχ π“ϩϦϥχπΚϤϘβʻ( ) 

 ᶘχꜛⱵρꜛ Ϭ︢ϥθϛτʺᶘ πχ Ⱶ֫ ρ ễᶨ ψỨαϣϦοΜϘβʻᶘ Υ

Ϟ Μχ τσϣσΜϢΞτρΜΞάρρʺϘθᶘ πΜϩϠϥϋϜνΦχᶨ Ϭΰοζχθ

ϛτꜛⱵρꜛ χ σϩϦϥχϬ ΩθϛπβʻάϦψᶘ χᴿᵰᶨ σςτνΜοϜᵞ Ϭ β

ϥ πβʻΰΤΰ ⱵϞ ễτḩβϥᾆẕψ ΰϜ₯◦ΠΚϤϘδϭʻζϦτΰοϜᶆ ᾆẕᵓχ

Ὣ ρΤʺᵓ›χ σςτνΜοψʺ Ԍʺᶘ Ϭ ϩγ ộḚ χיּ ᵔϬϜρϛϥχΥ ꜡

πβʻςάπστΥ“ϩϦοΜϥΤϩΤϣσΜχπψḚ χיּ ΥνΨδσΜΤϣπβʻϘθ

ⱵϞ ễτνΜοʺᾆẕρᶨ ρχᾢᵦΥ ṳήϦϥχϬϢΨ ΦϘβΥʺάϦψ ᶘχꜛⱵϬ︢

ϥ τΚϥּיχ ꜡ϬϜμοβϦωꜛϣᾢᵦψ ϛϣϦϥψγπβʻ 

 άχέϧτσμο ᴴχ χᵕ ψᶤ› ΜσρΜΞḇαΥΰϘβʻθι χֲốτϢμ

ο ᴞΰθ χ χσΤσΤᵕ ΰσΜάρΥּזᵓχσϞϙπβʻ χϢΞτ μθπϜ

αϢΞσάρϬΜμοΜϘβʻϩΥπψễӾ ῎Υθσ ΫτσμοễӾᴪψ ӾχẤ Ϭﬞ

μθρΜΜʺϼзІЎаИГϰ˔Ϭṁ ρΰοΜθ χễӾᵦπψʺ ʺ ễσςϬꜛ

τρΜΞ ☿Τϣ῝ ᶘ π Ϭԏ βϥάρϬỨαϣϦο τΨϦοΜϥζΞπβʻᾕ

ᶘρΜΞϜχψ ꜡ωΤϤπψσΨʺ τḩΰοϜּזᵓχ‰Μṁ ϬꜘβϜχρᾋϣϦοΜϘ

βʻ ᶘΥᶘ χ τ‟ᾅΰσΪϦωσϣσΜάρψϜκ πβΥʺ ⱲτϩϦϩϦψ χḇ

ᶐϬ ΦʺПв˔ЫИГϰ˔χ Ϭ ΨἕϤᴞΫοάϦϬם τΞνΰʺּזᵓχ χΰ

τϜστΥΰΤχ τ νϢΞτ ΥΪο“ΦθΜϜχπβʻ 



16 

そうです」とさりげなく責任回避の文脈にすることも忘れていないところが巧妙です。

「徳性・徳育」という言葉の刷り込みから始め、文脈途中で「道理」に置き換えて、最

後に一般用語の「道徳」で文を終えるという構成はさすが「智恵者」といえるのでしょ

うか。冒頭で言い訳をしていますが、「学長に就任しましたことは、私の望んでいたこ

とでも」ないのですから、「大学の自治を尊重する立場から」は当然「これは辞退すべ

き」だったのではないでしょうか。 

 1938年 6 月、大阪毎日新聞社編で「大黄河」(7)という本が出版されています。その「緒

言」に「蜿蜒一千里、源を遠く青海省巴顔喀喇の山麓に發し(中略)。その姿やまさに老大

国支那に譬へられるではないか。だが見よ！歴史はいま轉回する、大黄河の川面に新生

の旭光が輝いた。この洋々たる大河の畔に明朗なる王道樂土は築かれつゝあるのだ。(中

略)新しき支那を解剖せんとするものは、まづ古き黄河を解剖しなければならぬ。本社が

諸権威に請うてこの大河の種々相を究めんとするゆゑんもこゝにある。」とあります。

この「諸権威」のひとりとして並河功京都帝国大学教授(農学博士)が選ばれ、「黄河流域

の果物」とする 10頁の論文を寄稿しています。論文末尾は「栽培法の改良を指導するこ

とである。それによって彼の地の民衆を潤し、同時にこちらの園藝の發達にも資するこ

とになり、共存共榮の實は擧がるのである。」と結ばれています。皮肉な結果ですが、

並河教授の思想背景がよく表れている文ではないでしょうか。 

 並河学長就任の翌年(1957年)2月、赤崎繁は工学部長に就任し、赤崎繁が委員長となる

「原子力に関する学内委員会」発足を評議会が議決。3 月佐藤益弘さんと亀井平さんが卒

業。佐藤益弘さんは 1 年遅れの卒業ということですが、事情はわかりません。卒業式で

はおそらく第二学生歌が演奏されたと思いますが、佐藤益弘さんはどんな思いであった

のでしょうか。 

4 月、廃止された教育学部に替えて教養部が発足します。これで総合大学へと発展する

道は閉ざされ、工・農・経済の三学部体制の固定化で、学則第一条の「本学は、産業に

関する学術の中心として、(中略) 有為な人材を養成し、(中略) 産業の発展に寄与するこ

とを目的とする」大学への道を突き進むことになります。第一学生歌で謳われた「学問

の自由・真理の探究」の崇高な理念とは大きく異なる方向が「学是」となった大学にお

いて、第一学生歌が大学当局からどのような扱いを受けるかは想像に難くはありません。   

1958年 6 月第二次岸内閣発足(佐藤義詮防衛庁長官)。1959年 2 月「大阪府立大学十年

史編集委員会」設置、4 月佐藤義詮大阪府知事、5 月第 1 回編集委員会、10月創立十周年

記念学術講演会開催(赤崎繁講演題目「原子力船について」)、1960年 1 月新日米安保条約

調印。2 月には前述した学則全面改訂が行われ、第 1 条(目的)では「人格を備え」の部分

だけが何故か削除されてしまいます。6 月新安保条約発効。10 月の大学祭文化講演会で

は、林直道大阪市立大学助教授が「国際情勢について」と題する講演をされています。

全国的な安保条約改定反対運動の盛り上がりのなかで府立大学がどのような雰囲気であ

ったかが推察されます。このような運動のなかで、第一学生歌は歌い継がれていたこと

でしょう。しかし、並河学長のもとの入学式で第二学生歌を歌わされたであろう新入生

は四回生になっています。大学の公式行事での学生歌は第二学生歌と思う学生は、年経
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るごとに多くなっていたことでしょう。 

（４）元帝国軍人が学長になるという大学になって 

11 月、これまでの三人の学長とは異質の経歴を持つ赤崎繁が第四代学長となります。

翌年(1961年)2 月、(最後の)「十年史編さん委員会」が開催され、3 月に出版されていま

す。消されようとする第一学生歌を何とか大学史の書物に残そうとする思いの委員が編

集委員会のなかにおられたのでしょう。本文に経緯の記載は叶いませんでしたが、付録

としての記載で何とか残せたのだと思われます。赤崎学長当局からすれば、この歌はい

ずれ消え行く、付録記載程度ならいいだろう、捨て置けとなったのでしょうか。記載の

ために頑張られた委員各位に、心からの敬意を表したいと思います。 

赤崎学長は異質な経歴を持つと上述しました。学長に就任しなければ、その異質さは

学報記載にならず、闇に埋もれたまま、「東京帝国大学卒、大阪帝国大学教授を経て、

本学工学部船舶工学科教授に就任。造船工学の権威」として終えたことでしょう。皮肉

なことです。卒業後すぐ 1922年 4 月海軍造船中尉として軍人になり、1941年 10月に大

佐まで登り詰めた後、太平洋戦争が始まると、翌年 1942年 3 月に予備役として現場を離

れ、大阪帝国大学教授に就任。しかし、海軍技術研究所の研究業務嘱託として軍には関

わり続けています。1946年 6 月公職追放となりますが、講和条約調印により 1951年 12

月の「教職資格確認」を受けて、1952年 9 月浪速大学教授就任となります。軍事に関わ

る研究を行わないのが学問研究の基本理念ですが、赤崎繁の場合は「帝国軍人」ですか

ら「軍事に関わる」というレベルとは次元が異なります。大日本帝国憲法のもとでは「輝

く」経歴を基に「帝国大学教授」に就任できても、日本国憲法のもとでは国公私立を問

わず「大学教授」には相応しくない人物です。どの様な審査を経て「教職適格確認」が

なされたのか、さらに、どの様な教授採用人事の審議が教授会でなされたのかが疑われ

ます。 

赤崎学長の「就任のことば」(資料 11)には、その異質さが際立ちます。この言葉は、大

学構成員への「ことば」ではありません。最後の部分に「学内外各位」とありますが、

「学外各位」への「学長宣誓」としか読めない「ことば」です。「大学の自治と学問研究

Ɫ 11 ≤ ◌ ᶘ χˮ χάρω˯[ᶘ 96] 

 ᴱᶘ χ ṍ χ Ξᶘ ấτΣΜοʺψΤϣγϜ♆Υ ΰʺᶘ ρΰο β

ϥάρτσϤϘΰθʻ 

 ∫ ᶘψ ῇβπτ ϬὊᵃΰʺᵃẠ╣ τϩθϥᶘ χ χέ τϢμοԁ

ᴂζχṁ Υᶎ ΰʺϘήτԁ ϒχ τΚϤϘβʻ 

άχρΦᶘ ρΰο Ϭ ΞάρρσϤϘΰθ ψʺ ᶘχ ם τ ΜθΰθΜ

ρ◘μοΣϤϘβʻ 

 βσϩκʺ ᶘχꜛⱵρᶘ ᾆẕχꜛ ΣϢόᶘ ꜛⱵχ Υʺ ᶘễӾ χ π ꜡

τ︢ϣϦϥάρτ ϬϜνρρϜτʺᾝᴞϩΥχ πΚϥᴬᶘṪ ễӾχ ọρ

ʺ▀ᶘẶ χᶎ ʺ ᶘχΤφοχὼӛπΚϥԁ ễӾ χᵔὨʺ ☼ ᶈ ὓᵊ

χ “ψϜρϢϤζχ χ τνΜοϜʺ ᶘԁ χᴞτ ϛοϘΜϤʺ ᶘ χ

πΚϥ▀Ộ › ᶘρΰοχ► τ ϛϥ πΚϤϘβʻ 

 ᶘ ᵰᶆӡχέ◦כρέẸ ϬΣḻΜβϥⱳ πΚϤϘβʻ 
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の自由および学生自治の問題」については「大学教育体制の中で良識的」に守らせます、

「産学共同体制の確立」に努めます、というとんでもない誓いの「ことば」です。本人

は意識していないのでしょうが、「帝国軍人」としての隠せない体質・習性が露見して

しまっています。1962年 3 月の卒業式で佐藤義詮が知事祝辞[学報 116]を述べています。

学長告辞の二倍超にもなる力の入れようです。「戦前までは教育勅語というものがあっ

て一本の筋が通っていたが、敗戦でそれがなくなってからその反動で虚脱状態となり、

正直者が損をするとか、ごね得とか、無理が通れば道理ひっこむとかいう色々の試煉が

ある。(中略)“雲をぬきあらしをこえておのづからけさの朝日に映ゆる富士かな”という

歌を作ったことがあるが、いつどんなはげしい動揺の中にも永遠の真理を失わず、真理

にひざまずくという気持ちが大切である。(中略)西ではドイツ、東では日本と日本民族の

優秀な素質は世界が認めるところである」という調子です。赤崎学長の大学ということ

で気が緩んだともいえますし、あるいは、赤崎学長への「エール」のつもりだったかも

しれません。1962年 4 月の赤崎学長の入学宣誓式告辞[学報 117]には、「人格の完成につ

いては、本学の教育方針は憲法と教育基本法に基づいており」という部分があります。

ところが、「個人の権威と義務の自覚を身につけ」という風になりますから、用語の誤

用で、せっかくの「巧言令色」も「真」無しでしょうか。赤崎学長の下で、「原子力研究

会運営委員会」開催が繰り返され、1964年 11月には大阪府立放射線中央研究所が府立大

学の南に隣接して設置となります。 

この 11月外山修第五代学長が就任します。1956年 2 月の「新しい学生歌決まる」から

8 年半、第一学生歌を伝える「府立大学十年史」も発刊から 3 年半を経て図書館の書架の

片隅で積もる微塵が見え始めていたでしょう。学生たちの入れ替わりも三回り目に入っ

ています。1965年 4 月入学の奥野学長が第一学生歌をご存じなかったように、この時期、

第一学生歌を学内で聞く機会は、学生たちにとって皆無になっていたのではないでしょ

うか。 

（５）大学民主化の流れのなかで 

 1966年 4 月、事務局出納係長であった田部勝昌さんが大阪社会事業短期大学事務局会

計課長に転出、1967年 10月、佐藤益弘さんが工学部助手に着任しています。1969年 7 月

1 日、経済学部学舎が封鎖されますが、10日に自主解除。14日に大学改革準備委員会が

開催され、以後、17日、23日、26日、29日と続きます。30日には評議会主催で「大学

立法反対全学抗議集会」が開かれ、8 月 4 日には「大学立法の強行採決に反対する全学集

会」が開かれています。大学改革準備委員会は 8 月 5 回、9 月 4 回、10月 2 回、11月に

はなんと 15回、12月 2 回開催され、17日に改革草案公表にかかる記者会見、11月の大

学祭では全学シンポジウム「府大像を問う」開催と、全国の大学民主化運動に連動して、

府立大学でも大きな運動の盛り上がりがあったことが分かります。助手職にあった佐藤

益弘さんの姿もこの運動の中にあったように思うのですが如何でしょうか。翌 1970年 3

月、「佐藤益弘工学部助手退職」の記事が学報に記載されます。どういう理由の退職な

のかが気になります。4 月京都府知事選挙で社会・共産統一候補の蜷川虎三が自民・公

明・民社の柴田護に圧勝、革新統一の確かな流れは、この後全国に広がって行くことに

なります。11 月の学長任期満了を控えて、9 月に「学長・学部長選考方法立案委員会準
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備会」が 3 回、「学長・学部長選考方法立案委員会」が 9 月 1 回、10月 5 回、11月 3 回

と開催されます。11月小野宗三郎農学部教授が学長職務代理となり、1971年 2 月に「学

長選考規定全部改正」が行われています。その内容は、全ての常勤教職員に選挙権を認

め、学生・院生にも「除斥投票権」を認めるという画期的なものです。府立大学民主化

運動の輝く成果といえます。6 月に学長選挙が行われ、小野宗三郎学長(第六代)が誕生し

ます。小野学長は堀場学長の研究室の出身です。小野学長の告辞についても触れたいの

ですが、字枠がありません。人柄が溢れているようなとだけ記します。本稿の資料を調

べている過程で、府立大学在任中に温かいご助言をいただいていた農学部の高橋克忠教

授が、小野学長のお弟子さんということを知りました。不思議な繋がりに、顔がほころ

ぶのを感じました。 

この年 4 月には、黒田了一知事による革新府政が始まっています。「お金は出すが、

口は出さない。府立大学の運営は、大学の自治の原則にのっとり大学に任せる。」とい

う時代の訪れです。これまでの大学反動化のなかで第一学生歌が消されてしまっていた

としても、「永久に輝く 世紀の光栄 固き礎 吾等の上に 誇る吾等が 理性の若人 

共に究めん 究めん真理 真理 真理 真理の府立大学」と高らかに謳い上げた第一学

生歌の理念が生かされることになったでしょう。 

 

５ エピローグ 

 その後の反動化の流れと、その極みといえる安倍政治と維新府政のもとで、大学の自

治と学問の自由が蹂躙される事態が相次ぎました。2005年には伝統ある大阪女子大学は

府立大学との「統合」という名目で廃学となり、その後、教員組織の定数及び建物・大

学用地等、その殆ど全てが「抹消」されました。唯一、女子大図書館にあった貴重な図

書の一部が府大図書館の地下 1 階西側の閉架式書庫に在りし日の姿を潜めているだけで

す。 

「統合・法人化」に関わる一連の流れのなかで、時の南努学長(第十三代)が大阪府の強

圧に「逆らえば大学が潰される」と屈服し、言われるままの「組織改革」を強行。最終

的に全学部組織を解体、「教育組織」と「教員組織」に分離。全教員をいずれかの「教員

組織」に所属させ、教育上の必要に応じて「最も相応しい」教員を「教育組織」へ派遣

させる体制にします。さらに「教育組織」は、設置基準の厳格な「学部・学科」制を、

「学際」ということで緩い基準となる「学域・学類」制へと改変。これで、設置基準に

従って学部・学科ごとに教員定数を定めるという、縛りが無くなり、「教員組織」全体

として総教員数を掌握すればよくなります。「学域・学類」の変更手続きは「学部・学

科」の変更手続きに比べて容易なので、「教員派遣体制」を効率化すれば、如何様にも

教員数の削減が可能な制度というわけです。 

工学部と農学部(改組前に農業経済学分野を廃して「生命環境科学部」に改組済み)はそ

のまま温存されますが、人間社会学部、理学部、経済学部は廃止されます(8)。理学部は、

学部丸ごと一つの学科に格下げされ「生命環境科学域」内の「理学類」にされてしまい
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ます。基礎科学が応用科学の一分野内に組み込まれてしまうという学問体系破壊のとん

でもないことが強行されたわけです。しかも学域内の順位も、「獣医学類」「応用生命

科学類」「緑地環境科学類」「理学類」と末尾の位置付けです。「生命環境科学とは関係

ないモノが紛れ込んでいる。予算状況が厳しい時節に、こんな無駄は府民に対して説明

しうるものではない。三学類にすべし」という大阪府の次のシナリオが用意されている

かのようです。残る経済学部と人間社会学部の行く先は「現代システム科学域」となり

ますが、そもそも「現代システム科学」というのは「現代システム科学博士」という学

位の認証されていない曖昧模糊とした「学問領域」(9)です。申請書類にもあるように「現

代的問題」が変化すれば如何様にも「改組」しうるというのが前提になっている組織で

す。もしこのような目的の組織が必要であれば、当該企業がその営利追求目的に応じて

企業内研究所として設置すべきものです。真理の探究を目的とする大学には設置する必

要もないし、本質的にあってはならない組織です。皮肉な言い方になりますが、「現代

システム科学域」がいつまで存続しているか今後の推移に注目したくなります。 

 「研究論文数」「学会発表件数」に加えて「外部資金獲得額」「特許申請数」で業績評

価され、それが年収にも影響を与える状況下、時流に「聡い」教員は、大学本来の研究

を打ち捨て、外部資金獲得の為に営利企業との共同研究プロジェクトにのめり込んで行

くことになります。特許申請に係る研究データを含む為、卒業研究発表会・修士論文公

聴会等において、出席者に発表内容秘密保持の誓約書を要求するまでの異常な事態も生

じています。教育研究の基本が蝕まれ、学問の内部崩壊が進行しているのです。「学問

の自由？ そんな固いことをいっていたら、この競争資金万能の世界で、『選択と集中』

の方針の下で生きていけませんがな」と言い放つ「業績評価の高い」教員、あるいは統

合後の「新しき大学」での自己の居場所確保に専心する「賢明な」教員が幅を利かせて

いる大学に、未来はあるでしょうか。 

内村鑑三が「西洋文明の心髄」(10)で「嫉妬と名誉心とは、多くの学士と博士とをして真

理の専売家たらしめ、おのれ得て人に施さず、人得て恨み、他人の研究の結果を盗み来

りて自己の発見と称して世に誇ることあり。名利を目的とする学問に、永久の発達なし。

真理は徳義的なり、宇宙は愛の表現なり、之を究めんとする者は愛と誠実とを以ってせ

ざるべからず」と述べているように、今こそ、大学における教育研究の本義に立ち返る

ことが求められています。本拙稿での仮説がそのお役に立てれば幸いです。 
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恒藤
つねとう

 恭と「学問の自由」を考える 

  「世界苦を克服する世界苦」の思想   

大阪市立大学名誉教授 広川禎秀  

はじめに 

私のテーマは「恒藤恭と『学問の自由』を考える」です。主催者

から「早くテーマを決めてください」と言われて、その場で「これ

ぐらいにしようか」と言って出したテーマでしたので、あとで少し

苦労しました。サブタイトルの「『世界苦を克服する世界苦』の思

想」が実際のテーマです。 

「『世界苦を克服する世界苦』の思想」というサブタイトルは、５月 25日に、大阪

市立大学都市経営研究科の開設記念シンポジウムで、パネラーの一人として私がおこな

った報告のテーマです。そのシンポジウム全体のテーマは「小磯良平が描いた恒藤

恭」、そのサブタイトルが「大学の原点を見つめて」でした。いま、スクリーンに映し

ている絵が、その小磯良平が描いた恒藤の肖像画です（次頁掲載 注・参照）。 

恒藤恭は 1888年に松江に生まれ、1967年に 78歳で亡くなりました。1949年に新制

大阪市立大学の初代学長となり、1957年まで８年半その職にありました。恒藤は、1933

年の京大滝川事件で「死して生きる途」という言葉を残して京大を去ったことで知られ

ています。この言葉は、権力の弾圧に抗する京大法学部の教員・学生の一大闘争のさな

か、自治擁護の決意を語った名言でした。戦後、憲法 23条に「学問の自由は、これを

保障する」と書き込まれましたが、これは滝川事件などの闘いがあったからです。 

恒藤は、近代日本の最も困難な時代――無謀な侵略戦争と全体主義の時代――を生

き、戦後は、敗戦日本を平和と理性の途に再建する先頭に立った知識人です。 

私が恒藤に関心を持ったのは、1971年に大阪市大に赴任し、大学史の編纂に関係して

からです。その後私は、恒藤は戦後民主主義と平和主義の思想を、戦前・戦中に準備し
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た知識人であり、自分自身の研究対象として本格的に研究すべきであると考えるに至り

ました。 

現在、憲法９条をめぐって歴史の岐路にかか

わる国民的議論が繰りひろげられ、改憲を主導

する国家権力の中枢では堂々と公私混同がまか

り通り、それが止まることを知らないような社

会のモラル崩壊も引き起こすに至っています。

大学もその圏外にあるわけではありません。軍

学共同も起こり、日本国憲法が大学に期待した

役割を果たせるかどうかの岐路に立っていま

す。そうであればこそ、大学は国家と社会、文

化のあり方について根本的に探究するという原

点に立ち返り、そこから国民の負託に真にこた

える使命を再認識する必要があります。 

近代日本の最も困難な時代を生きた知識人、恒藤恭の歩みを振り返り、激動する時代

に大学が存在意義を発揮する手掛かりを考えてみたいと思います。 

１ 京大滝川事件と「死して生きる途」 

1933年 7 月号の雑誌『改造』に発表され、京大法学部の教員や学生達に絶大な感銘を

与えた恒藤の論考「死して生きる途」には次のように書かれています。 

「自由独立の立場から真理を探求し、真理を教へることにより、社会及び国家の

存立発展の為に貢献する公共の機関たること」において、大学はその独自の存在理

由をもつ。そして、「斯かる大学の本質を擁護するために努力し、これを傷けむと

する一切の侵害に対し断乎として抵抗すること」が、右にいはゆる大学教授の基本

的実践の内容を成すのである。（中略）  

外部からの不法なる圧迫により大学の本質が否定されようとするとき、大学は進

んで死することによって自己の真の生命に生きる途をえらぶ外はない。（中略）死

することによって生きるのは、実践の根本義ではあるまいか。 

（佐々木惣一編『京大事件』1933年。アンダーラインは広川、以下同じ） 
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恒藤は、大学の本質は真理の探究とそれに基づく教育にあり、それが否定される事態

が起こったとき、大学は「進んで死することによって自己の真の生命に生きる途をえら

ぶ外はない」と、不退転の決意を述べています。滝川事件で京大法学部は敗れました。

しかし、「死して生きる途」という言葉は、戦時下を生きる恒藤の座右銘ともなったと

思います。とはいえ、それは至難な途でもありました。 

注目したいことは、恒藤が京大事件の闘いのなかで、教授たちと固く連帯して立ちあ

がった学生大衆を闘う仲間として発見したことです。恒藤は「総長と教授と学生大衆」

（『文藝春秋』1933年 8 月号、『京大事件』所収）のなかで、1933年 5 月 26日、法学

部教授全員が総長に辞表を提出し、全学学生大会会場の法経第一教室に姿をあらわす

と、会場に満ちあふれた学生が物凄い拍手で迎え入れ、壇上に立った恒藤は、涙をとど

め得ないまま茫然とその光景を見守っていたと書いています。学問の自由のために闘う

学生大衆の姿に直接接し、彼らを共同の仲間として発見したのです。私は、恒藤が学生

を上から見下ろす態度ではなく、同じ目線で連帯・共同する感性を持っていたことに注

目したいと思います。 

恒藤は、その学生や教官たちを激励し、確信を持たせるために「死して生きる途」を

書きました。恒藤は大学教授でも、他の教授たちとは違っていました。私が、恒藤を

「大学教授」と区別して「知識人」と言うのは、こうした自由と進歩のための闘いにお

いて、大衆に対して強い連帯の姿勢を鮮明に示すことを辞さなかったからです。 

２ 「私の信条」 

戦後、恒藤は、多くの人が称えた「死して生きる途」の一文について「忸怩たる感じ

を禁じ得ない」と書いています。1951年 3 月号の雑誌『世界』に掲載された「私の信

条」という一文です。「忸怩」とは「恥じ入る」ということです。 

京大事件の当時、私は「死して生きる途」という一文を雑誌『改造』に発表した

ものである。それを執筆したときには相当に突きつめた気もちで書いた（中略）、

――死して生きる途をたどるというようなことは、言い易くして、真に実行するこ

とは極めて困難であり、過去をかえりみて甚だ忸怩たる感じを禁じ得ない。 

「死して生きる途」を「真に実行することは極めて困難であ」ったというわけです。

戦争と全体主義の時代を生きた大学教授や文化人の多くが、戦後、戦時下のみずからの
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態度について「悔恨」の感情を持ったと言われます。「悔恨」の内容が重要ですが、恒

藤の「忸怩たる感じ」は、ふつうの「悔恨」とはニュアンスに違いがあります。実際に

恒藤は戦時下の困難にどう向き合ったか見る必要があります。 

恒藤は、滝川事件で京大を辞めたあと、同僚の末川博とともに、河田嗣郎大阪商科大

学学長の招きで、商大の教員となりました。しかし。文部省が二人の教授採用を認めな

かったため、教授待遇の講師ということになりました。河田があえて二人を採用した決

断は重要です。その結果、商大の自由の学風はいっそう強まりました。しかし、1937年

に日中戦争が始まり、国家総動員体制のもとで弾圧体制がみるみる強まりました。 

1943年には大阪商大事件――戦時下最末期の大規模な弾圧事件――が起こります。恒

藤の同僚名和統一をはじめ大阪商大の教員・学生など数十人が治安維持法で検挙・投獄

されました。獄死者も出ました。大阪商科大学は権力の監視体制の下に置かれ、大学は

弾圧拡大を避けるため、証拠とされかねない大学の文書を徹底的に処分しました。 

恒藤にとって、「死して生きる途」で説いた「真理」を教えることも困難な時代でし

た。1939年のことですが、恒藤はゼミ生の山崎時彦――恒藤を深く尊敬し、戦後大阪市

大の法学部教授となりました――らに時局認識を問われました。山崎によれば、恒藤は

「長い目で見るとやはりよくなっている」と答えたというのです（山崎『早春腥風』

1991年）。卒業と徴兵を控えた山崎にとって、その言葉は理解を絶するものでした。ち

なみに、恒藤は息子の武二にも一切時局の話はしませんでした。それを、私は、武二氏

から直接聞きました。山崎や息子に対する恒藤の態度は、国家権力の弾圧は予期できな

いすさまじいものであることを知っていたために、彼らを巻き込むことを恐れてとられ

た態度と考えられます。 

恒藤は、弾圧体制のもとで、どのように「死して生きる途」の実践を試みたのか、さ

らに見なければなりません。 

３ 名和統一の日中戦争認識と抵抗 

当時、日本人にとって日中戦争の本質を正確に認識し、その見通しを得ることは容易

ではありませんでした。日本が中国の要地を次つぎに占領していったからです。 

恒藤にとっては、日本の中国侵略の成否を左右する抗日統一戦線の見通し、それを規

定する世界史の動向を正確に把握することが重要でした。その点で、同僚名和統一によ
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って正確で、貴重な情報を得ることができたことは大きかったといえます。名和は、中

国共産党とつながる中西功らと親しく、当時の日本ではずば抜けた中国認識を持ってい

ました。 

名和は、1937年に名著、『日本紡績業と原棉問題研究』を刊行します。中国の抗日派

雑誌が名和の著作に注目し、その結論部分を訳載しました。名和はそれを 1939年 5

月、上海で知り、「抗戦意識の昂揚に資せられているのを見てひそかに喜びを禁じない

ではおられなかった」と、戦後書いています（名和『日本紡績業の史的分析』1949

年）。また、名和はその当時、「一九三八年に出た毛沢東の『持久戦論』が翻訳された

『長期抗戦論』（中略）を手に入れた。（中略）全抗日戦争にその見通しを与え、中国

の最後勝利を明確に予断した偉大な世紀の書であった。日本帝国主義の強大性にもかか

わらず、その経済的基礎の脆弱性を衝いたもので、それは私の所説に符合していた」

と、自伝に書いています（名和『心理と激情――名和統一・学問と人』1979） 

 名和の日本の経済的基礎に関する分析は、抗日戦争が長期的にみて勝利する可能性が

あることを裏づけていたわけです。日中両国の友好の歴史を考える場合、名和の著作は

忘れてはならないものです。 

 小磯良平が、従軍画家として戦地へ派遣され、1941年に描いた有名な「娘子関
じょうしかん

を征
ゆ

く」という絵があります。5 月 25日のシンポジウムで話題になった絵です。日中戦争

の初期、日本軍の山西省太原への侵攻作戦の一つ

が娘子関の戦いです。行軍していく日本軍が描か

れていますが、先頭は蟻の行進のようで、まるで

広大な嶮しい大地に吸い込まれていくようです。 

蒋介石も毛沢東も、日本軍との決戦を避けて、

奥地へ誘い込んで日本軍の消耗を待つという戦略

方針を打ち出していました。小磯は戦争の本質を

認識していたわけではありませんが、この絵は日

本の末路をリアルに暗示していると思います。し

かし、当時の日本人で、日中戦争が日本軍の敗北

 

 /  
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におわると考えた人は稀でした。名和はその稀な一人でした。 

名和の日中戦争認識がわかるエピソードをもう一つ紹介します。海軍省調査課長・高

木惣吉への進言です。河田学長が海軍の委託研究を引き受け、名和もその研究メンバー

でしたが、自伝にこう書いています。「〔1941年〕十一月海軍の高木惣吉大佐が（中

略）打ち合わせに来た。その際に日米交渉の決裂、戦争開始はもはや必至（中略）とい

うことであった。あとで高木大佐と二人だけで立ち話をする機会があったので、『中国

から完全にそしてすみやかに撤退する以外に日本の勝目はないと思う』旨の進言をした

のだが、『その通りであろうが、どうしようもない』との答えであった。そして十二月

八日朝のラジオを聞いた」と。 

名和の抵抗は、中国人民との強い連帯感にもとづくもので、検挙・投獄も覚悟の上で

した。実際に、前述のように 1943年 3 月、特高警察に検挙されました。私は、1975年

に、名和氏を京都の自宅に訪ね、ヒアリングをおこないましたが、その記憶は非常に正

確でした。 

４、恒藤恭「世界苦を克服する者」 

（1）日中戦争は「第二の世界戦争」 

恒藤恭は、日中戦争の見通しについては、名和と基本的に同じ認識です。重要なこと

は、恒藤がそれに加え日中戦争の世界戦争としての性格を指摘し、また抵抗する人々を

励ます文章を残していることです。 

国際協会商大学生支部の『大阪商科大学国際公論』創刊号（1939年 5 月）に掲載され

た「世界苦を克服する者」という一文です。恒藤は「世界苦」という言葉を、主に大規

模な帝国主義戦争の意味で使っています。 

同誌は、名和と名和の門下生が編集し、活版印刷で発行されましたが「非売品」とさ

れ、現在、恒藤が保存していた１部だけが残っています。商大事件後、弾圧拡大を避け

るため大学関係者の手ですべて処分されたものと考えられます（拙稿「恒藤恭の平和主

義思想」（『戦争と平和』Vol.14、2005年 3 月、参照）。恒藤は、日中戦争の性格につ

いて次のように述べています。 
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現在日支両国間に行はれつゝある戦争は、その歴史的意義の上から見る時は、第

二の世界戦争たる性格をもつ（中略）、英・仏・蘇などの諸大国が背後において一

方の側に対する援助を持続してゐるのであるから、実質的には充分に世界戦争たる

意義を有する。 

 卓見と言わなければなりません。恒藤は、日中戦争には日・独・伊枢軸陣営と中・

英・仏・ソなど二大陣営間の「第二の世界戦争」の性格が実質上あると洞察していま

す。日中戦争は、1939年のドイツのポーランド侵攻と英仏の対独宣戦、1941年 12月の

日本の対米英開戦で文字通りの世界大戦に発展します。恒藤は、1939年末に山崎時彦に

「長い目で見るとやはりよくなっている」と言いましたが、1941年の時点で、もはや日

本は敗北必至とみたに違いありません。 

（２）「世界苦を克服するための世界苦」 

 恒藤の「世界苦」は主に帝国主義戦争を意味しますが、恒藤の平和主義思想が体系的

に述べられた「世界民の愉悦と悲哀」（『改造』1921年 6 月）でこの言葉が使われてい

ます。1939年のこの論説では、「世界苦」が帝国主義、軍国主義に起因することがいっ

そう明確化され、その克服のためのたたかいの意味をより具体的に考えています。恒藤

は、次のように言っています。 

十九世紀末年において人々の意識した世界苦と、現在においてわれわれの体験し

つゝある世界苦とは、根本的に性質を異にするところがある。けだし（中略）現在

においてわれわれの味はひつつある世界苦は、世界苦を徹底的に克服するための世

界苦であり、国際正義に叶った新しき世界秩序の建設を究極の目標としつゝ、嶮し

い路程を一歩々々あえぎながら前進して行く者たちの体験する世界苦にほかならな

い。（中略）世界苦を克服するための世界苦を体験しながら、このやうな時代のた

だ中に正しく力強く生きてゆく者たちには、求めずしておのづと希望と悦びとをあ

たへられ、確信にみちた歩調をもって一歩一歩をすゝめて行くことであらう。   

注目すべき点は二つです。一つは、恒藤が侵略戦争とたたかっている人々に対し、

「われわれの味はひつつある世界苦は、世界苦を徹底的に克服するための世界苦」だと

して、そこに「希望と悦び」があり、確信をもって前進できると励ましていることで

す。この雑誌を手にする名和や門下生たちを激励するものです。それだけではありませ
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ん。その視線の先には、民族解放戦争に立ち上がった中国人民がいると言わなければな

りません。 

恒藤は、自分と深い同志的関係にあるものにたくみに激励の言葉を送りました。「世

界苦を克服する者」には弾圧を考慮した「両義的表現」がありますが、恒藤の真意は明

らかでした。 

もう一つの重要な点は、「国際正義に叶った新しき世界秩序の建設」が「究極の目

標」だという点です。「第二の世界戦争」の克服を通じ、国際平和秩序の再建が課題だ

と考えたといえるでしょう。そこには恒藤と名和の違いもあります。名和は、革新され

た中国とソ連、さらに革新された日本が連携するべきだという戦略論に立っていまし

た。恒藤と名和のソ連観の違いも関係があります。恒藤は、当時、ソ連は新しい独裁的

政治体制の国家という認識を持つに至っていました（拙著『恒藤恭の思想史的研究』

2004年、参照）。その点で、ソ連の進歩性を疑わない名和と隔たりがありました。 

さて、戦時下の恒藤の抵抗をどう見るべきでしょうか。対米英開戦後の恒藤は、一方

で息子武二への態度にみられる「沈黙」、あるいは「両義的表現」、さらには「転向の

偽装」（『改訂版日本少国民文庫１』1944年版）もあえて辞さずという態度をとりなが

ら、他方で戦局の推移を的確に把握しつつ、名和グループや特高に監視された河上肇な

ど同志的関係にあった人々を励まし、戦後の国際秩序と日本のあり方を考究して〈来た

るべき戦後〉に備えるというものでした（拙稿「恒藤恭『戦中日記』にみる希望と苦

悩」、『恒藤記念室叢書６』2016年）。恒藤は、社会科学的認識をふまえた世界認識を

深化発展させ、〈戦後の建設〉に備えることが、自らがなしうる最も重要な役割と考え

ていたといえます。 

これは、戦時下日本の一つの「抵抗」のあり方です。恒藤の「抵抗」は、日独伊枢軸

体制打破をめざす世界の人々に呼応し、自覚的に日本と世界の戦後の平和と民主主義の

秩序再建を考究するというものでした。それが、恒藤の「死して生きる途」の実践であ

り、「世界苦を克服するための世界苦」の実践であったということになります。 

５ 世界史の審判と「私の信条」にみる進歩の精神 

 第二次世界大戦は、原爆投下など未曾有の被害を人類にもたらして終わりました。そ

の反省に基づき、戦後、国際聯合が成立し、日本国憲法が制定されました。恒藤は、



30 

『経済学雑誌』の復活再刊の号（第 16巻第 1 号、1947年 1 月）に、「世界史審判と人

間の審判」という論文を書き、侵略戦争が歴史の審判を受けたことを説きます。恒藤は

歴史の弁証法的発展を確信したものと思われます。 

しかし、日本国憲法に戦争放棄の規定が定められたことは、恒藤の予想をも越えるも

のでした。それは、いわば人類の平和への意思を示すものと言えますが、戦後の恒藤が

もっとも力を注いだ活動の一つは、憲法第 9 条の世界史的意義を説き、日本社会に定着

させ、それを否定するものと非妥協的にたたかうことになりました。 

 ところで、恒藤は戦時下の体験を通して人間の弱さを深く考えたと思われます。「私

の信条」にみられる謙虚さがそれをうかがわせます。「過去をかえりみて甚だ忸怩たる

感じを禁じ得ない」という言葉はそのあらわれではないかと私は思います。さらに、社

会の進歩に役立ちたいという控えめな表現にもそれがうかがえます。 

日本の社会が存続して行くことのために、よし極めて微小の程度においてである

にもせよ、何らかのしかたで役立つであろうと信ずることによって、職業上の自分

の仕事に意義をみとめているわけであるが、それだけでは心に安んじないところが

あって、幾多の忌まわしい欠陥と不合理とに充ち満ちている日本の社会がそのよう

な欠陥や不合理から離脱して行く方向へと発展すること、言いかえると、日本の社

会の進歩的発展のために、なんらかのしかたで幾らかでも役立つものでありたいと

の希願をもちながら自分の仕事にたずさわらずにはおれない。 

当時の恒藤は、創立期大阪市大の基礎づくり、多くの論文執筆、全面講和のための

平和問題談話会の活動、市民のための講演など多忙をきわめる日々を送っていまし

た。しかし、自らの役割についての控えめな表現に、人間の弱さを知ったものの謙虚

さがあり、かえって新たな困難に立ち向かう強い決意を感じさせます。 

 

おわりに 

恒藤の「世界苦を克服するための世界苦」という言葉は、ファシズム陣営（枢軸国）

を打倒し、国際平和秩序を再建しようとする人類（世界市民）の意思をあらわし、同時

に戦時下の過酷な現実に屈しない抵抗精神をあらわす言葉であり、恒藤自身の決意でも

ありました。その意味で「『世界苦を克服するための世界苦』の思想」と言いうるもの
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です。さらに恒藤は戦後、そのような立場に立って日本社会を平和と理性の途に再建す

るための諸活動を行なったといえます。 

大阪市大と大阪府大の統合が問題になっていますが、私は、戦後日本の大学の再出発

を導いた思想はどういうものか、その一つの具体的内容を、恒藤恭というわれわれの身

近にいた傑出した知識人の歩みから考えてみました。激動する世界のなかで、歴史の岐

路に立たされている大学と大学関係者が振り返るべき一つの原風景をそこに見ることが

できるといえます。 

 

注 Ԁ τϢϥῷ χ ᵊψʺ Ṝ ⱧỘӦԌᵓΤϣ ϣϦθϜχʻ Ԁχ 1959 χ⌠ ʻ

ΞνϚΦᴥᾚτ βϥῷ Ϭ ΜοΜϥʻῷ χ ΰθ ρϞϩϣΤΜḇ Ϭḇαήδϥʻά

χ ᵊτψῷ ϣΰΜϵСЊ˔ЖΥΚϥʻṜ ⱧỘӦԌᵓΤϣ ᵊχ Ϭ Μθῷ ψʺˮ

ᵊϢϤψʺ ᶘָאχ Ϭ˯ρṆ ΰθˢ˰ ∫◕ ˱1958 12Ὦ 10 ˣʻ ῇʺ ∫

ˢ ∫◕ ˣψϯЮзϸ ἫτᶘָאϬ ήϦʺϢΞϞΨ 1955 τ ḥΥםᾝΰθʻῷ

ψʺ∕ ӟ Ϭ ϘΰοΦθᶘָא Υ τνΜθάρꜘβ ϬṆ ΰθχπΚϥʻΰΤΰʺ

ῷ ψӦԌᵓχӪΰτ μο ᵊϬ ΰθʻ ᵊψʺζχῇӹ Τϣ ᶘτṄ ήϦθʻ 

ˢ יּ  ˮῷ ể ᵊ˯ˮ ◓ḩϬ Ψ˯χἿ∏τΚθμο ⌠ᾂϬϜν Ԁ ϼжУϢϤ

ẨᴦϬΜθιΦϘΰθʻ ʾ ∏ϬỨαϘβʻˣ 
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２０１７年１１月の大阪府議会での「法人統合」議案の可決を受けて、両「考える会」は大阪市会への要請行動を取

組み、２度目の継続審議に追い込みました。不当な可決までの両会の「声明」を紹介します。 

  

 ∞ Ó $Ậ S ⁵ ḀTҡʼě ṜẬҡγĶ;ᴒĶĜĩ נּװʭēĺ 

ĽĹē ϹS ḀTœŐŗ( ŁĜĳĴĜěŢĿřōĦŖĕ 

2017 12ᴘ 14   Ṝ Ϲ šᶳėŚγ 

ṜẬ ϹĽ Ḁ šᶳėŚγ 

 

   $Ậ S ⁵ ḀTҡʼľ 9ᴘĽẬҡγķ ҡγĺ ἱẵĽSҡʼTěĬśĭś ὶĤ

ś ᶺĦĵ‡ҡĤśōĦĮ!ōĩ 9ᴘ 20  Ậҡγ$ ẬתṈˇ˭γĶ‡ҡĤś ˓ →ěẔ 

ỡ $ᶀ ě  ӡẏě Ķ ;ᴒĶĜĩנּװʭēķĹřōĦĮ!ˢ  ҡγľ Ꞌ◑Ӑ

ᵭĽ 10ᴘ 27  11ᴘ 2 ĽӰ˟´ ˇ˭γĶ‡ҡĤś S Ϲ ḀĺŏĠ ōĩ ⁵ ḀT

ķēĕҡʼĺőĚĚŞŘĩ ỡ ěS ⁵ ḀĺľẔ→ĨŚě Ó ⁵$2 ϹšŐĥĨňĜTķ

ἧ  ˓ỡ   ᶀ ĽẔ→ֿפ₲ ӡẏĽŎ Ķ;ᴒ 8 Ľ ҡγ γҡĶőS ⁵ ḀT

ҡʼľ;ᴒĤśĵĦōēōĦĮ! 

‡ҡĽᶺ ě ĤśĮẬҡγľ 12ᴘ 5 Ľ ẬתṈˇ˭γĶ ỡ $ᶀ ě Ľ

š ėĩ ӡẏě  ḽł;ᴒĶĜĩנּװʭēĺ 12 Ľ γ γҡĶőנּװʭēķĹřō

ĦĮ!ĢĕĦĵS ⁵ ḀTҡʼľ ῲġ  ķĹř ˓ĽS ḀTŶƬ͓ĦĺŻƊƅƙěĚ

ĚĲĮĽĶĨ! 

ĢĽ Ľ $ẬҡγĺŏĠ 9ᴘ 7 ĺẬ SᶳėŚγTěS Ϲ ⁵ ḀĽ ặšҾŐŚ

῾TšẬҡγĺ ὶ ĳĴēĵẬҡγϋγ Ľ 13  $Ậ SᶳėŚγTěῆ˜ Ỏ$

ҥֹו ṜẬ đĵĺS ⁵ ḀĽ ặ 2 ϹĽּנּק$ šҾŐŚ ≠ᾙTš ὶ ҡγĽ

ϧγ ĺő ĽS′ śTšᶺēōĦĮ! 

ϹїגἐĽ Ĺ∞œẼĮİĽ ĜĚĠőĕĠ 9ᴘ 20 ĽẬҡγ$ ẬתṈˇ˭γĶ

ľ SůƥƵƓŻœϹ ḽ Ĺĸ ϹĽẩěŎėĹēTS ᵤ ĺŗŚ ᵤ ĽĮŐĽ Ϲ

ĴĞřįTS̘̓ ᵺ ֖ľṦᵂĦĮōōĶᵅ ˓ổĹĽĚTSӰ—˭$Ϲ−ĽŵƵŽƵŷŻě

ŘśĵęŘĩ ╖ּיĹ Ḁľ ŐŘśĹēTĹĸ ỡ $ᶀ $ӡẏĽÕ ě ҷ S Ḁҡ

ʼTőS ῾TőנּװʭēķĹřōĦĮ! 

ҡγĶľ 10ᴘ 27 ĽӰ˟´ ˇ˭γĶӡẏ ҡěỷҜĺĮİ S ϹᵅῺĽӰ—˭$

Ϲ−ŇĽ╝  ˋᴳ ἨľԆŐĵ ὣ TS̘̓ ᵺ ֖ě ṦᵂĤś Ӱ˭ľ 2Ѕᵂ Ӱ˟

ᴮӃšӷĚĦĵēŚTSḊ Ϲŗř᷈ē ĽϹ  ᵂ ⅝ ĽϩὢĢĬһ TS ḀđřĜ

Ľҡ ľēĲĮŢ ặšTķ ҷ!ĳĴēĵ 11ᴘ 2  ҡě Ỏỷ ĺĮİ S ḀĨś
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ĿUӪē ϹVĺĹŚķēĕḣӏľ͵ĚTS᷈ēϹ Ľᵂ ϩὢĢĬһ Tķ̨Ğ ҷĦōĦ

Į!˓ỡ   ᶀ ĽẔ→ֿפ₲Gӡẏ ľ HĶ;ᴒĤśĵĦōēōĦĮě ĽĹē

S ḀTĶđŚĢķě ĤśōĦĮ! 

ҡγĶ;ᴒķēĕԄ Ķ ẼĮİľ 11ᴘ ᾄ Ậҡγ$ ẬתṈˇ˭Ľỡ $ᶀ $ӡẏ

Ľϧҡ˭ʮĺS╖ּיĹṅᴒšӓĤĩ ‡ҡĦĵēĮįĜōĨŗĕęѩēĦōĨTķ ≠ĽἪ

Ếšהř ҡ˭Ỏ ᾒĺ Ķ ĜĚĠōĦĮ!12ᴘ 5 Ľ ẬתṈˇ˭γľ ĢĕĦĮ Ĝ

ĚĠĽᶩ őđĲĵ S ⁵ ḀҡʼTľḽłנּװʭēķĹĲĮĽĶĨ! 

ẼĮİľ ϹS ḀTĺᵏữĨŚ˓═  $ Ĺ֢Ġ˰ĜĶẔ→ĺōŞĲĮ ҡγ

ỡ $ᶀ ĺ ᵏᶙҡĨŚķķőĺ ẬҡγĶĽ ‡ҡšҾŐĵēĜōĨ! 

ảķ  ĚĹỸ┴šőĳ ṜẬ ķ Ṝ ľ Ậ ĺķĲĵĚĠěėĽĹēṙẏĶ

đř S ϹšἩśTĽ∞ľ᷈ōřĢĬĨśἥōŚĢķľĹēĶĦŖĕ! ϹS ḀTľĹę 5

ěĚřĽᴁΪĶđř ĽĹēS Ḁ$ḽ TěŶƬ͓ĦĤśśĿ Ӱ—˭$Ϲ− Ϲї

ἐĽѕĺג ᾊœˑ ě ĩ−ōśŚĶĦŖĕ!2 ᵭĺľ $Ậγҡ˭◑Ӑ Ậ $ Ỏ◑Ӑ

őđř ˓ộš↓ İ śĿ ϹS ḀTš ặĺ ēḗŏĢķőᴳėĵĜōĨ!S ḀT

 2 ϹĽּנּק$ šҾŐĵ ˰ĜּנĜѧ ĲĵēĜōĦŖĕ! 

 

∞ Ô ˓ᶀ$ ĺŗŚ ϹS ⁵ ḀTŶƬ͓Ħĺ ᵏᶙҡ( 

S ḀTĽּגỖ ặ 2 ϹĽּנּק$ šҾŐōĨ 

 

2ᴘ 23 Ľ ṜẬҡγĶ נּװʭēķĹĲĵēĮSẬ $ ⁵ ḀTҡʼě ˓ᶀ 

ĽẔ→ֿפ₲Ķ;ᴒӪᶺĤśōĦĮ!ẼĮİľ ҥֹוẬ ě ◦őİįĦĮ ͵ĽỸᵅ; ↑ő

őĹēSƐҹ ˞ĺůƥƵƓŻTķēĕƬƅƙŷ;ƕŻšőĲĵ ˢ Ẕ→ĺεĲĮᶀ

Ľ ╕řĺ ᵏᶙҡĦōĨ!đŞĪĵ S ḀT šђĜ ϹїגἐœẼĮİĽắēš

ĦĵēĮįēĮ ҡ˭Gỡ Hœᾴ╩ҡ˭GӡẏHĺеἑš′ĦῲġŚķķőĺ ˰Ĝּנ

Ĝ ĽĹē ϹS ḀT ặŇĽģ₁ šęѩēēĮĦōĨ! 

ĢĽĮłĽS ⁵ ḀTľ S ϹŇĽ˒ᶺšŗř̳ЋĺĨĨŐŚĮŐ ōĩ ⁵ ḀšỸ

ᵅĦ ĬĽᵭ Ϲ ḀšŐĥĨTķēĕ Ķđř Ỏ$Ậ ě ĨŚ Ỏ ěSŮƒƌ

ƵŻĽӪͯšₑř ◑ ķὝ Ľể ĚŘᶣַא ĹπϸҷłỉᵃĽᶂΌ ĹЉ šᶺėŚŗĕ 

šˢᴽͯĨŚTķ̘ת ҊĦĵēŚŗĕĺ ϹĽỡộš Ŏĺħř Ľ∞š͓ĤėĳĠ 

E ϹƬŻƊƫFš ϫ ĺŐŚĢķě♠ēĶĨ!2019 4ᴘĺ ⁵ Ḁ 2022 4ᴘĺ

Ϲ ĽSטּ ḀTᴁΪšŶƬ͓ĦĨśĿ ᾊœ ě ὶĨŚĢķľ ỂĶĨ! 
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$Ậ ĽÔĳĽᶀ ꞋḀ Ϲľ ϴ ʸēἸԃ Ķ᷈ Ӱ˟ĽῺš ӜĨŚ Ậ 

ӡ ĽṙẏĶđř S ḀTľἵᴻ−Ľ◑ Ềš ĕĿĚřĚ Ậ ĺķĲĵőẪœּרĽϹ

ŅῺě ŞśōĨ!Ậ $ ľⱦ ˀ  ṜĽE Ľӏ FķĦĵ תṈ$ ͯ$ΉϹҘί

Ľ ĺᶽᴭĦ ̘̓ ᵺ ֖Ľᵂϼ Ӱ—˭ĽṦᵂķēĕᴿĦē ӲͮĶőⱦˋᶏ ķ ĺ

ŗĲĵ ᶀ ꞋḀ ϹķĦĵĽ Ѕš ĺΌĮĦĵēōĨ!S ḀTĨśĿ ᵧēĽ ảķ

 SᴤϹĽ∙‹TěּתĹŞśĵĦōēōĨ! 

⁵ᶅ 100 ⁵ˀῲĽ 11Ľ ẬĶ ṜĽḊᶀ Ϲ₲G4Hľ ӛ τ  ʜ $

͞ ӛ  ᵓ$ᶓ ĺĳğ 8˂Ķđř őĦS ḀTĤśśĿ ḚĶő ḛĹ ṜĽ Ŧ

ƵƗƫě☺ḊḾ ₣ᾈĺĹĲĵĦōēōĨ! 

 ẼĮİľ ĽĹēS ḀTš İĺ ặĦ Ϲšּנּק$ ĤĪŚĢķšӪĞҾŐō

Ĩ! $Ậ Ľ ᶆľ Ӱ—˭ Ϲ− ˵−Ř Ϲᶣ→˭ĺŗŚҡ ķḀˋšּשὫĦ 

Ṝ $Ậě═ šőĲĵ̘̓ ᵺ ֖ķӰ—˭₲šὢỸĤĪŚĢķĺŗĲĵŐŘśŚňĜĶ

Ĩ!  

 

    2018 2ᴘ 24       ṜẬ ϹĽ Ḁ šᶳėŚγ 

                  Ṝ Ϲ šᶳėŚγ 
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